


融資限度額 融資利率 融資期間 返済方法 保証人・担保等 信用保証料補助

運転・設備

１，２５０万円
年2.0％以内

　５年以内

（据置期間 ６月以内）

原則
元金均等
月賦返済

保証人・担保は不要

(信用保証を付する場合、信用保証率は
年0.9％とする。)

全額補助

運転

５００万円
年1.4％以内

　１年以内

（据置期間 ６月以内）

原則
元金均等
月賦返済

□法人の場合
　原則として保証人１名以上を付し、
必要に応じて担保を徴する。
□個人の場合
　必要により保証人、担保を徴する。

全額補助

組合事業資金
５，０００万円

　　組合員転貸資金
１事業協同組合あたり
２億円

次の１～6の要件を全て満たす方
１　１年以上の事業実績を有する方
２　市内に主たる事業所を有する方
３　原則として市民税を完納している方
４　借入金による事業実施場所が市内である方
５　借入計画が適当であると認められる方
６　営業の許可、認可、届出又は登録を必要とする業種については、
　　許可若しくは認可を取得し又は届出若しくは登録を行っている方

左記の要件を満たす方のうち、次のいずれかの事業を行う方
(1)店舗・工場等の新築・増改築、移転又は機械設備の導入
(2)株式市場への上場

　　　運転・設備
（土地に係る費用を
　除く）

　　３，０００万円
（総事業費の80％を
　限度とする）

５年以内　年1.9％以内
５年超～７年以内　年2.0％以内
７年超～10年以内　年2.1％以内
10年超～15年以内　年2.2％以内

　運転10年以内
（設備併用の場合は
15年以内）

　設備15年以内

（据置期間 １年以内）

原則
元金均等
月賦返済

□法人の場合
　原則として保証人１名以上を付し、
必要に応じて担保を徴する。
□個人の場合
　必要により保証人、担保を徴する。

半額補助
（限度額50万円）

（１円未満は切捨て）
 

 みらい創造融資

次の１～５の要件を全て満たす方
１　市内に主たる事業所を有する方
２　原則として市民税を完納している方
３　借入金による事業実施場所が市内である方
４　借入計画が適当であると認められる方
５　営業の許可、認可、届出又は登録を必要とする業種については、
　　許可若しくは認可を取得し又は届出若しくは登録を行っている方

左記の要件を満たす方のうち、次のいずれかの事業を行う方
(1)新商品・新技術・新製品の研究開発
(2)ＩＳＯの認証取得
(3)市内事業所が存続する事業引継ぎ（会社分割又は合併又は
株式譲渡による第三者への経営権移転、事業譲渡）
(4)県外や海外への店舗出店又は輸出による販路・商圏拡大
（市内に本社を有する者に限る）
(5)市が行うＤＸ関連事業に採択された事業
(6)ＳＤＧｓの目標達成に向けた取り組み
(7)市の創業支援事業「社会起業家加速化支援プログラム」に
採択された事業

　　　運転・設備
（土地に係る費用を
　除く）

　　５，０００万円
（総事業費の80％を
　限度とする）

５年以内　年1.4％以内
５年超～７年以内　年1.5％以内
７年超～10年以内　年1.6％以内
10年超～15年以内　年1.7％以内

　運転10年以内
（設備併用の場合は
15年以内）

　設備15年以内

（据置期間 １年以内）

原則
元金均等
月賦返済

□法人の場合
　原則として保証人１名以上を付し、
必要に応じて担保を徴する。
□個人の場合
　必要により保証人、担保を徴する。

 全額補助
 （限度額100万円）

◆◆　令和8年度　郡山市中小企業融資制度内容　◆◆

制度名と主な用途 申込資格要件

取扱金融機関の定めるところによる。

次の１～４の要件を全て満たす方
１　市内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き１年以上営んでいる方
２　常時使用従業員数が20人以下（商業・サービス業は５人以下）の小規模企業者で信用保証協会の信用保証対象業種を営む方
３　融資申込前１年間における当該事業にかかる市民税の所得割又は法人税割で納期が到来した税額があり、かつ当該税額を
　　完納している方
４　信用保証協会の無担保無保証人制度以外の債務保証及び代位弁済を受けていない方

 ※小規模企業者の経営体質強化

無担保無保証人融資

※経営安定のための短期資金

 短期小口融資

原則
分割返済

―

※商業環境の活性化、

設備の近代化及び環境改善

成長融資

　10年以内

（据置期間 １年以内）

次の１～３の要件を全て満たす方
１　中小企業信用保険法第２条第１項に規定する方
２　市内に主たる事業所を有する方
３　原則として市民税を完納し、かつ同一事業を引き続き１年以上営んでいる方

 
※事業協同組合等の事業資金

団体育成融資

次の１～３の要件を全て満たす方
１　独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条に規定する連携等を実施した方
２　借入計画が適当であると認められる方
３　市内に主たる事業所を有し、かつ中小企業者である組合員が必要とする事業資金の貸付を行う方
　　（組合員転貸を行う事業協同組合に限る。）

（※１）上記全ての要件を満たす創業３年以内で、次のいずれかに該当する場合、信用保証料について全額補助
（限度額50万円）とする。
(1)　市が集積を図る業種（医療・福祉機器関連産業、ロボット関連産業、再生可能エネルギー関連産業、ＩＣＴ関連産業）
(2)　農業法人、ベンチャー企業、厚生労働省の「ものづくりマイスター」が在籍している事業者、女性が代表を務める事業者

原則
元金均等
月賦返済

□法人の場合
　原則として保証人１名以上を付し、
必要に応じて担保を徴する。

□個人の場合
　必要により保証人、担保を徴する。

※経営安定、合理化及び近代化

一般融資

次の１～３の要件を全て満たす方
１　中小企業信用保険法第２条第１項に規定する方
２　市内に主たる事業所を有する方
３　原則として市民税を完納し、かつ同一事業を引き続き１年以上営んでいる方

運転・設備

２，０００万円

５年以内　年1.9％以内
５年超～７年以内　年2.0％以内
７年超～10年以内　年2.1％以内

半額補助
（限度額50万円）

（１円未満は切捨て）

（※１）に該当する場合
については、全額補助

（限度額50万円）

年1.4％以内 　１年以内

　【申込先】

 ※市内で新たに事業を

開始するための資金

創業融資

□法人の場合
　原則として保証人１名以上を付し、
必要に応じて担保を徴する。

□個人の場合
　必要により保証人、担保を徴する。

運転・設備

１，０００万円

５年以内　年1.9％以内
５年超～７年以内　年2.0％以内
７年超～10年以内　年2.1％以内
10年超～15年以内　年2.2％以内

　運転10年以内
（設備併用の場合は
　15年以内）

　設備15年以内

（据置期間 １年以内）

　郡山市内にある秋田銀行、足利銀行、北日本銀行、七十七銀行、常陽銀行、大東銀行、東邦銀行、福島銀行、山形銀行、郡山信用金庫、須賀川信用金庫、福島県商工信用組合の各本・支店で随時取り扱っています。
　団体育成融資・成長融資については、商工組合中央金庫でも取り扱っています。

全額補助

※主な注意事項※
①融資限度額：融資限度額の定義は、「事業者が利用できる融資額の総額」となります。「年度ごとに利用できる融資額」や「金融機関ごとに利用できる融資額」等ではございませんので、御注意ください。
②融資限度額超過：既に他金融機関で市制度融資ごとの融資限度額を全て利用しているにもかかわらず、融資実行した場合など、融資限度額を超えた市制度融資は、その事実が発生した時点まで遡り、対象外となります。
③繰上償還：市制度融資の繰上償還に伴う信用保証料に変更が生じた場合、既に交付した信用保証料補助金を事業者から返還していただいております。市制度融資の繰上償還があった場合、市内店舗取りまとめ担当部署の担当者様は、融資報告書と併せて翌月10日までに必ず御報告ください。
④市制度融資枠：市制度融資枠は、市と市制度融資取扱金融機関とによる「郡山市中小企業融資原資預託契約書」に基づき、毎年度決定されております。超過分は、預託原資の充当や信用保証料の補助等ができませんので、郡山市内店舗取りまとめ担当部署の担当者様は、市制度融資枠を超えないよう適正な融資管理をお願いします。

次の１・２の要件を満たす方
１　次の（1）～（4）の全てに該当する方
　(1)中小企業信用保険法第２条第１項に規定する方
　(2)市内で新たに事業を開始しようとする方（開業して１年以内の方を含む。）で客観的にみて事業に着手していることが
        明らかであり、 また、事業開始にあたり許認可等が必要である場合には許認可等を取得しているか、又は取得が確実
　　 である方
　(3)原則として市民税を完納している方
　(4)創業計画が適当であると認められる方
２　次の（1）～（4）のいずれかに該当する方
　(1)法律に基づく資格を有しており、その資格に基づく事業を新たに開始しようとする方
　(2)同一企業の勤務年数又は同一事業の従事年数が３年以上で、その経験を有する事業を新たに開始しようとする方
　(3)商工会議所等の創業塾を修了した方
　(4)郡山市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を修了した方

原則
元金均等
月賦返済


